
新たなＪＷＢＦの理念・ビジョン・中長期的戦略
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新たなＪＷＢＦの理念・ビジョン・中長期的戦略

ＪＷＢＦの理念

【今までのJWBF目的】

（定款第３条）
日本の車椅子バスケットボール

競技を統轄し代表する団体として

・競技の普及及び振興
・健全な心身の養成と社会参加
・障害に対する社会の理解促進
・バリアフリー社会の実現

【新たな理念（目的）】（案）

日本の車いすバスケットボール競技を
統轄し代表する団体として、競技の普及
及び振興を図るとともに、車いすバス
ケットボールを通じて、障がい者と健常
者が共に理解し合える共生社会の発展に
貢献することを目的とする。

・競技の普及及び振興
・共生社会の発展に貢献



新たなＪＷＢＦの理念・ビジョン・中長期的戦略

ＪＷＢＦのビジョン

■ 車いすバスケットボールを通じて、社会や人の心の中にある
バリアを共にのりこえ、誰もが心と体の成長を楽しめる世界
を創る。

■ そして、互いに理解し、高め合える未来を創る。

■ そのためにこれからも、車いすバスケットボールへの関心と
参加を社会に広げ、さらには世界に通じる強いチームと選手
を育てていく。



新たなＪＷＢＦの理念・ビジョン・中長期的戦略

ＪＷＢＦの中長期的戦略

① 真の共生社会への貢献
車いすバスケットボールを通じ、真の共生社会の実現に向けた教育（体験会等）や
競技参加を通じた次世代の心身の健全な育成に貢献する。

② 車いすバスケットボールの価値向上の実現
誰もが見て、触れて楽しめる競技となるように、継続的に車いすバスケットボールの
魅力・価値向上を図る。

③ 日本代表の活躍を通じた社会への貢献
日本代表の強化に力を注ぎ、日本代表の活躍を通じて社会に勇気と希望を伝えていく。

④ 地域社会活性化と障がい者理解への貢献
企業や教育機関と積極的に連携し、車いすバスケットボールを通じて、地域社会の
活性化や障がい者理解の向上に貢献する。



(一社)日本車いすバスケットボール連盟
中期実施計画(2016年度～2020年度）

一般社団法人 日本車いすバスケットボール連盟



日本代表

Ｕ23･25代表

Ｕ23・25育成選手

ジュニア育成講習会

各ブロックにおける強化育成
ジュニア育成講習会

代表強化合宿

ジュニアの
育成合宿

Ｕ23･25
育成キャンプ

タレント発掘

指導者等養成

選
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車いすバスケットボールの現状と課題 ① 選手の強化育成

選手強化の現状と理想 課題１

❶ジュニア期から代表

クラスに至るまでの
一貫した指導体制

❷ 男子Ｕ23・女子25
の育成強化

❸ 次世代プレーヤーの
発掘

❹ 指導者、専門スタッフ
の養成



車いすバスケットボールの現状と課題 ② 競技人口の減少

競技人口及びチーム数の推移 課題２

要因

・２００３年以降、急激な競技人口の減少
・ニュープレーヤーの発掘（減少傾向）
・地方チームの衰退

・競技種目の選択肢が増えた
・高齢化により、競技性からレクレーションへ
・連盟登録費の負担感

実は未登録のチームやプレーヤーが
全国的に多く存在する

年度
競技人口 チーム数

男子 女子 計 男子 女子 計

1998 1,003 96 1,099 84 8 92

1999 990 98 1088 82 7 89

2000 992 95 1087 85 7 92

2001 975 98 1073 86 7 93

2002 967 65 1032 88 7 95

2011 659 66 725 72 7 79

2012 601 71 672 69 8 77

2013 551 64 615 63 7 70

2014 600 71 671 60 7 67

2015 611 67 678 67 7 74
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車いすバスケットボールの現状と課題 ③ 資金の調達

強化費の概要内訳

課題３
・２０２０東京パラリンピックに向けて次世代プレーヤーを
強化育成しなければならない。
・次世代プレーヤーを育成するための強化合宿にかかる
資金の不足
・外国チームとの対戦経験を積むための海外遠征にかかる
資金の不足

スポンサーの
開拓

年度
強化費総額

（円）

内 訳
国内合宿等
（男女）

海外遠征
（男女）

JPC強化費等 スポンサー等 連盟 選手負担

2014 45,314,631 30,651,826 10,739,555 2,000,000 1,923,250 １５回 ７回

2015 55,000,000 20,000,000 20,000,000 12,500,000 2,500,000 ２０回 ８回



車いすバスケットボールの現状と課題 ③ 組織ガバナンス等の強化

増加が予想される業務への対応

ガバナンス・コンプライアンスの強化

・諸規程の整備及び実態に沿った見直し
・強化スタッフ及び強化指定選手等へのコンプライアンスの徹底
・不祥事に対応できる組織体制

・ガバナンス強化に伴う諸規程の整備や見直しに係る業務
・年々増加が予想される代表合宿・遠征に伴う強化費業務

・組織の拡大及び新たな大会開催に伴う業務（大会運営・経理
等）の増加
・認知度拡大のための体験会事業の実施

・事務局職員の増加
・事業系（大会運営・
体験会等）職員の
採用
・協賛企業等からの
職員出向



JWBFが目指す2020東京パラに向けての中期計画

課題解決に向けて連盟が取り組む重点事項

《目的》 2020東京パラリンピックに向けて、強化指導部、事業部、普及部、競技規則審判部、クラス分け部の各専門部相互
の有機的な連携を図り、ジュニア期から日本代表に至る体系かつ戦略的な選手育成システムを構築するとともに、
強化育成の環境整備及び連盟全体のガバナンス強化等に取り組むことで、男女ともにメダルの獲得を目指す。

選手の
強化育成

競技人口
の減少

資金の
調達

４つの課題
①ジュニア期から日本代表に至る一貫した指導体制
②指導者、専門スタッフの養成
③強化合宿等の環境整備（拠点作り）
④選手が指導者になるキャリア循環
⑤世界大会等の企画・招致
⑥セカンドキャリア

⑦ニュープレーヤーの発掘・育成
⑧登録制度の見直し
⑨健常者プレーヤーの参加（地方チームの活性化）

⑩スポンサーの開拓
組織

ガバナンス
等の強化

⑪組織及び事務局の体制強化
⑫諸規定などの整備
⑬コンプライアンスの強化



行動計画の進行管理
選手の強化育成 ２０１６ ２０１７ ２０１８ ２０１９ ２０２０

①ジュニア期から日

本代表に至る一貫し
た指導体制

男子Ｕ２３選手・ス
タッフ強化を本格実
施、Ａ代表ＡＣがＵ２
３ＨＣとなり一貫した
指導体制を図る。

男子Ｕ２３代表が世
界4位となり、Ｕ２３代
表選手がＡ代表に５
人が選出。

女子Ｕ２５選手・ス
タッフ強化を本格実
施、Ａ代表ＡＣがＵ２
３ＨＣとなり一貫した
指導体制を図る。

女子Ｕ２５世界選手権
に向けて重点強化

②指導者、専門ス
タッフの養成

技術委員会が指導
者育成講習会を実施。
（毎年開催)

専門スタッフの有償
化で待遇改善。

千葉ポートアリーナを
指導者・スタッフの育
成強化の拠点化

③強化合宿等の環
境整備（拠点作り）

千葉ポートアリーナ
を強化拠点に認定さ
れる。

千葉ポートアリーナ
のトレーニング環境
を整備する。

千葉ポートアリーナ
のトレーニング環境
を整備する。

ＮＴＣ拡充棟をＡ代表
千葉ポートをアンダー
世代の強化拠点化、

④選手が指導者に
なるキャリア循環

男子Ａ代表及びＵ２３
のコーチに元代表選
手が就任する。

女子Ａ代表及びＵ２３
のコーチに元代表選
手が就任する。

元代表選手をアメリカ
の指導者育成キャン
プに派遣

⑤世界大会等の企
画・招致

海外の強豪チームを
招いた国際大会を企
画する。（3か年実施)

三菱電機ワールド
チャレンジカップの第
１回目を開催

三菱電機ワールド
チャレンジカップの第
２回目を開催

三菱電機ワールド
チャレンジカップの第
３回目を開催予定

5月有明アリーナで
ＪＷＢＦ主催のテスト
イベントを開催予定

⑥セカンドキャリア 専門家による相談指
導体制を整備



行動計画の進行管理
競技人口の減少 ２０１６ ２０１７ ２０１８ ２０１９ ２０２０

⑦ニュープレーヤー
の発掘・育成

育成講習会を利便性
の良い場所に移転

育成講習会を普及
部が担当

育成講習会を東西２
回実施する。

主要都市での体験
講習会を実施予定

地方都市での体験
講習会を実施予定

⑧登録制度の見直し 登録料を大幅減額
（12,000円→5,000円)
地方ブロックへの還元

女子選手の男子
チームへの二重登
録を認める。

健常者の選手登録を
認める。登録数の大
幅増（約７０人)

⑨健常者プレーヤー

の参加（地方チーム
の活性化）

健常登録について、
地方ブロック連盟と
の協議

健常者選手の増加
によるチーム維持や
チーム強化が図れた。

資金の調達 ２０１６ ２０１７ ２０１８ ２０１９ ２０２０

⑩スポンサーの開拓 協賛企業１２社 協賛企業１７社 協賛企業１８社 協賛企業２０社 協賛企業２２社

組織ガバナンスの強化 ２０１６ ２０１７ ２０１８ ２０１９ ２０２０

⑪組織及び事務局
の体制強化

事務局長、他事務系２
人

事務局長、他事務
系３人、事業系３人

事務局長、他事務系
４人、事業系５人

事務局長、他事務系
５人、事業系５人

⑫諸規定などの整備 定款の見直し
財務情報の公開（HP）
代表選手行動規範

コンプライアンス規
程の見直し・公開
（HP）

就業規程・経理規程
の見直し、財務計画
の策定

ビジョン・中長期事業
計画の策定に伴う定
款や諸規程の見直し

⑬コンプライアンスの
強化

強化指定選手等への
研修実施(毎年開催）
代表選手へのｱﾝｹｰﾄ

コンプライアンス規
定の制定、社員総
会での研修会開催

コンプライアンス委員
会の設置

顧問弁護士による相
談期機能を強化



一般社団法人日本車いすバスケットボール連盟 概要 
 
１ 目的 
 当連盟は、日本の車いすバスケットボール競技を統括し代表
する団体として車いすバスケットボール競技の普及及び振興
を図り、もって身体障がい者の健全な心身の養成と社会参加及
び障害に対する社会の理解を促進しバリアフリー社会の実現
に寄与することを目的とする。 
 
＊現在、連盟が将来に向けた方向を示す明確な方針を立てるためのビジョンを策定

中であり、併せて連盟目的の改正や中長期的な基本計画、財務計画等の策定につ

いても検討している。（資料１） 

 なお、連盟では、東京 2020 パラリンピックに向けて、組織の現状と課題を明確に

し、課題解決に向けて計画的に行動することが重要と考えており、ひいては、組

織体制及びガバナンス等の強化につながるものであり、2015 年度に中期実施計画

（2016～2020 年度の 5か年計画）を策定した。（資料２） 

 
２ 組織（平成 31 年２月現在） 

（１）職員数  １２名 

   常 勤（うち、非正規）：１２名（内、非正規１０名、出向２名） 

   非常勤（うち、非正規）：無 

（２）役員数  １２名 

   ・理事 合計１１名 

     うち常勤理事   １名 

     うち非常勤理事 １０名（外部理事３名、女性理事３名） 

   ・理事の年齢構成 

     40 歳未満  ０名 

     40 歳代   １名 

     50 歳代   ５名 

     60 歳代   ４名 

     70 歳代   １名 

     80 歳以上  ０名 

   ・評議員       設置していない 

   ・監事        １名 

   ・会計監査人     現在、公認会計士と調整中 

（３）役員の再任回数又は在任期間の制限に係る規定の有無 

   無 

   現在、３月の理事会に諮るべく理事会規程を作成しているが、再

任回数や年齢制限、外部理事及び女性理事の割合等について、規定

に盛り込むことを検討している。 

 



（４）役員の年齢制限や定年に係る規定の有無 

   無 

 
３ 平成 30 年度予算 
  ４億８８７万円 
 
４ 登録会員者数 
  ７２０人（平成３１年１月現在） 
 （男子 ６５５人、女子 ６５人） 
 



一般社団法人日本車椅子バスケットボール連盟コンプライアンス規程 

 

（目的） 

第１条 この規程は、一般社団法人日本車椅子バスケットボール連盟（以下「連盟」という。）

におけるコンプライアンスに関する意識の向上を図るとともに、コンプライアンスを円滑

かつ効果的に実施するための事項を定めることにより、法令違反や不祥事を未然に防止し、

連盟に対する社会的信用の保持及び向上を図ることを目的とする。 

 

（定義） 

第２条 この規程における用語の定義は、次のとおりとする。 

(1)  「法令等」とは、日本国法令、連盟の定款、コンプライアンス規程及び諸規程並びに 

社会規範等をいう。 

(2)  「コンプライアンス」とは、法令等の遵守をいう。 

 

（適用範囲） 

第３条 この規程の適用となる者は、次に定める連盟関係者とする。 

(1) 定款第５条に規定する正会員、登録選手及び登録スタッフ 

(2) 定款第１１条に規定する役員、ブロック、専門部、委員会及び事務局に所属する者 

(3) 定款第２４条に規定する理事及び監事 

 

（基本的責務） 

第４条 前条で規定された連盟関係者は、定款第３条に規定する「目的」を達成するため、

法令等を厳格に遵守し、社会的規範に反することのないよう行動しなければならない。 

 

（遵守事項） 

第５条 連盟関係者は、次の各号に掲げることをしてはならない。 

(1)  暴力行為、セクシュアル・ハラスメント、パワー・ハラスメント、いじめ、差別、暴 

言及びその他人権尊重の精神に反する言動等。 

(2) 麻薬等の法令によって禁止されている薬物の譲受、譲渡、所持又は使用。 

(3)  競技のために、世界ドーピング防止規程・禁止表国際基準に規定する禁止物質を使用 

又は使用させること。 

(4)  違法賭博等の違法行為。 

(5)  社会の秩序に脅威を与える反社会的勢力と関係を持つこと。 

(6)  職務やその地位を利用し、自己の利益を図ること又は斡旋・強要をすること。 

(7)  補助金、助成金等の経理処理に関する目的外の流用又は不正行為。 

(8)  他人の名誉を軽んじ、プライバシーを侵害する行為。 

(9)  その他連盟又は加盟団体の名誉や社会的信用を失墜させる行為。 

 



（コンプライアンス委員会の設置） 

第６条 連盟は、本規程の実効性を確保するために必要があるときは、理事会の決議により

コンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンスの関する問題の防止及び解決等を審

査するものとする。 

２ コンプライアンス委員会の組織及び運営に関する事項は、理事会の決議によりこれを別

に定める。 

 

（違反による処分等） 

第７条 連盟は、連盟関係者が法令等に違反する行為又は第５条に規定する行為を行った場

合は、審査の上、懲罰することができる。なお、懲罰の基準は、理事会で別に定める。 

２ 前項の懲罰を行うときは、弁明の機会を与えなければならない。 

 

（改廃） 

第８条 この規程の改廃は、理事会の決議を経て行う。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この規程は、平成２８年６月１９日から施行する。 

  この規程の施行に伴い、倫理規程（平成２７年１２月１日施行）は廃止する。 



一般社団法人日本車いすバスケットボール連盟 コンプライアンス委員会設置要綱 

 

（設置） 

第１条 当連盟は、そのコンプライアンス規程（以下「本規程」という。）第６条（以下「本規

定」という。）に基づき、コンプライアンスの取組みを推進し、本規程の実効性を確保するた

めに必要があるとき、コンプライアンス委員会（以下「委員会」という。）を設置する。 

 

（定義） 

第２条 この要綱におけるコンプライアンスとは、日本国法令（行政上の通達、指針等を含む。）、

当連盟の定款、コンプライアンス規程その他の諸規程及び社会規範等の遵守をいう。 

２ 本規定にいう「本規程の実効性を確保するために必要があるとき」とは、本規定第１条の目

的達成のため、当連盟の理事会が委員会の設置を決定する場合をいう。 

 

（組織） 

第３条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。 

２ 委員長は、連盟理事（学識経験者）の職にある者をもって充てる。 

３ 委員は、理事、外部の学識経験者及び弁護士等の中から３名以上の奇数により選任する。 

４ 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。 

 

（委員会の審議事項） 

第４条 委員会は、次の事項を審議する。 

(1) コンプライアンスの推進に係る重要な方針の策定等に関する事項 

(2) コンプライアンスの推進のために緊急に対応すべき事項 

(3)  コンプライアンス違反等への対応方針に関する事項 

(4)  その他コンプライアンスの推進に関する事項 

 

（委員会の開催） 

第５条 委員会は、委員長が必要に応じて委員会を招集し、委員の２分の１以上の出席をもって

成立する。 

２ 委員会は、前条に規定する審議事項を審議する必要があるときに開催する。ただし、委員長

が特に必要と認めるときは、委員会を開催することができる。 

３ 委員長は、委員会における審議結果を速やかに連盟の会長及び理事会に報告しなければなら

ない。 

４ 委員長は、必要があるときに委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。 

５ 委員会の議事録は、原則として非公開とする。 

 

（守秘義務） 

第６条 委員は、委員会の審議において知り得た秘密を他に漏らしてはならない。 

 



（事務局） 

第７条 委員会の運営に必要な事務は、連盟の事務局で行う。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この規程は、２０１８年（平成３０）年１０月２８日から施行する。 

 



 

一般社団法人日本車椅子バスケットボール連盟 

強化指定選手等の行動規範の関する規程 

 

（目的） 

一般社団法人日本車椅子バスケットボール連盟（以下「連盟」）は、強化指定選手及び日本代表選手等(以下「強化指定

選手等」)が連盟を代表する選手として、パラリンピックや世界選手権大会等で活躍を目指すアスリートとしての自覚と

責任を持って行動し、ひいては車椅子バスケットボールの健全な普及・発展を図ることを目的に、本規程を制定する。 

 

（規程の遵守と内容）  

強化指定選手等は、以下の事項を理解するとともに、所定の誓約書に署名をし、これを遵守しなければならない。 

１．強化指定選手等は、国民、競技に関わるボランティア、理事、連盟社員、オフィシャルパートナー及びオフィシャ

ルスポンサーなどの支援を得ていること、並びに常に一般社会から注視されていることを自覚して行動をとらなけ

ればならない。 

２．強化指定選手等は、ドーピング手続きを含むメディカルチェックをはじめ、大会や強化合宿等への参加規則及び登

録などの知識及び事務手続の理解に努め、提出期限を厳守しなければならない。 

３．強化指定選手等は、それぞれ指定された活動及び行事（連盟主催大会、合宿、練習、ミーティング、講習会、記者

会見、壮行会等）には時間を厳守し、参加することに務めること。ただし、日本代表リーダー若しくはヘッドコー

チがやむを得ない事情によると認めた場合は、その限りではない。 

４．連盟及び公益財団法人日本障がい者スポーツ協会・日本パラリンピック委員会もしくは日本代表選手団からの要請

があったとき、日本選手団マニュアル等に準ずる。 

５．法令に違反する行為又強化指定選手等の信用を損なう行為や他者を誹謗中傷する発言や行為をしてはならない。特

に、ソーシャル・ネットワーキング・サービス（例：フェイスブック、ライン、ツイッターなど）による発信には

十分、注意すること。 

６．強化指定選手（当該年度の強化指定）としての活動期間中は、20歳以上であっても禁煙とする。また、国際大会及

び合宿等においては、強化指定選手等であることを自覚し、飲酒については、原則禁止とする。 

７．健康に対する自己管理を行い、国際大会派遣候補選手となった時には、褥瘡の有無、インフルエンザ、その他の感

染病等にかかった時点で速やかに日本代表リーダー若しくはコーチ陣へ申告すること。 

８．事務連絡などすぐに確認し、返信が必要な場合には期日までに行い、確認連絡が取れるよう努めること。 

９．その他、日本代表リーダー若しくはヘッドコーチ等から指示された事項を遵守すること。 

10．自らが反社会的勢力ではないこと、反社会的勢力の暴力、威力または詐欺的手法を利用していないこと、その他反

社会的勢力との間に交際がないことを保証すること。 

 

（違反選手に対する処分） 

１．強化指定選手等が前記１～10 の行動規範に著しく違反する行為を繰り返しかつ改善が認められないとき、技術委

員会委員長（以下、「委員長」）は強化指定選手等を解除することができる。なお、委員長は強化指定選手等を解除

したときは速やかに理事会に報告しなければならない。 

２．委員長は必要に応じて、次の対応をとることができる。 

（１）強化指定選手等の活動・行事に参加することを一時的に停止させること。 

（２）国際大会参加時に、強制的に帰国させること。 

３．委員長は１及び２の処分を行うときには、理由を記載した書面で行わなければならない。 

また、当該選手等から書面又は口頭による弁明の機会を与えなければならない。 

４．処分を受けた選手等は、書面を受け取った日から３０日以内に連盟代表理事あてに不服申し立てを行うことができ

る。 

５. この不服申し立てに関する審査及び裁決は、理事会で行なうこととする。 

付則 本規範は、平成28（2016）年5月23日より実施、施行する。 

 



 

2018年度 一般社団法人日本車いすバスケットボール連盟 

強化指定選手、強化育成選手及び日本代表スタッフの活動に伴う誓約書 

 

一般社団法人日本車いすバスケットボール連盟（以下「甲」という）と         （以下「乙」という）は、乙が強

化指定選手等として活動するにあたり、以下のとおり合意する。 

 

第１条 〔誠実義務〕 

乙は、甲の強化指定選手等規程をはじめとする諸規程等を遵守し、日本を代表するトップアスリート等としての自覚を持ち、

日本代表を目指す青少年少女の夢と希望であり続けるとともに、社会の模範として信頼され続けるよう努める。 

  

第２条 〔履行義務〕 

乙は、次の各事項を履行する。 

（１） 本誓約書の目的に即して、競技力の向上に努める。 

（２） 正当な理由がある場合を除き、甲が指定する大会に出場する。 

（３） 正当な理由がある場合を除き、甲が指定または推薦する行事に参加する。 

（４） 原則として年１回、甲が指定する測定及びメディカルチェックを受診する。ただし競技者の健康状態において、 

医事委員会がさらに必要と認めた場合はこの限りでない。 

（５） アンチ・ドーピングにかかわる全ての基準を適正に尊守する。 

（６） 甲に対し、定められた時期に年間計画の提出と活動実績の報告をする。 

（７） 甲の技術委員長が必要とした面談に応じる。 

（８） 乙は、パラリンピック競技大会、世界選手権大会等の重点国際競技大会でメダル獲得及び最高のパフォーマンスを

目指し、競技力向上及び健康状態の保持に努める。 

 

第３条 〔メディア対応・選手の肖像等の使用〕 

（１） 乙は、日本を代表するトップアスリート等として自覚を持ち、メディアからのインタビュー、取材、テレビ番組への

出演及び撮影などを受けるときは、身だしなみや服装に注意するとともに、自身の発言、行為には十分に留意する。 

（２） 乙は、パラリンピック競技大会又は世界選手権大会等の国際競技大会の日本代表選手に選出されたときは、本連盟又

は国際パラリンピック委員会、日本パラリンピック委員会、世界車いすバスケットボール連盟、その他関連機関が別

途定める肖像及びメディア活動に関する規制事項を遵守する。 

（３） 乙は、甲がその広報・広告宣伝活動等のために、事前に協議の上、乙の個人肖像を無償で使用することを承諾する。

乙は甲の広報・広告宣伝活動等の為に、肖像写真・動画撮影・インタビュー等録音などを含む素材制作が必要とされ

た場合、乙は原則として無償で甲に協力するものとする。甲は乙の競技活動に配慮したうえで素材制作の日程を決め

るものとする。 

（４） 乙を含む集団肖像（2名以上・日本代表公式衣服類着用時）を甲及び甲の協賛社など、甲が認めた第三者が商業利用

することを承諾する。 

（５） 甲が主催する日本代表強化及び派遣事業実施期間、その他指定行事参加期間において、乙は甲のオフィシャルパート

ナー等の競合他社の広報広告宣伝活動に参加してはならない。また、それらの期間中で、甲が公式・指定ユニフォー

ム・衣服・シューズ類を支給している場合、乙はこれら支給衣類を着用するものとし、同競合他社製品を着用しては

ならないものとする。ただし、所属チーム及び個人の練習中や競技中における練習・競技用シューズ及びその他競技

関連装飾品類の着用は除く。 

（６） 乙は、マスコミ、ブログ、ソーシャルメディアなどを通じた情報発信につき、その特性やリスクなどを十分に理解し、

自身の発言による影響力の大きさを自覚した上で不用意・不確実な内容を発信してはならない。 

 

第４条 〔有効期間〕 

本契約書の有効期間は、2018年 4月 14日～2019年 3月 31日までとする。ただし、強化指定選手の指定の解除がなされ

た場合は、指定解除の日までとする。 

 

本契約書の締結を証するため、本書２通を作成し、甲、乙各１通を保有する。 

 

2018年 4月14日 

甲 東京都港区赤坂1-2-2                                   乙 住所： 

一般社団法人日本車いすバスケットボール連盟                 

会長 玉川 敏彦      印                                  氏名：                印 


